
船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 自動車運搬船 日清 

   船舶番号 １２９７４９ 

   総トン数 ６,４２９トン 

 

   船種船名 プレジャーボート フジイ号 

   船舶番号 ２７０－４１１０３広島 

   総トン数 ５トン未満（長さ６.８６ｍ） 

 

   事故種類 衝突 

   発生日時 平成２３年７月２８日 ２０時０２分３０秒ごろ 

   発生場所 広島県廿日市市厳島北東方沖 

広島県江田島市所在の安芸絵ノ島灯台から真方位０２４°１.５ 

         海里付近 

         （概位 北緯３４°１８.８′ 東経１３２°２２.５′） 

 

 

                       平成２５年１月３１日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

 自動車運搬船日清
にっせい

は、船長ほか１０人が乗り組み、南西進中、プレジャーボートフ

ジイ号は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、北西進中、平成２３年７月 

２８日（木）２０時０２分３０秒ごろ厳島北東方沖において両船が衝突した。 

 日清は、左舷船首部に擦過傷を生じ、また、フジイ号は、右舷船首部などに亀裂を

生じ、同乗者２人が負傷した。 

 



＜原因＞ 

 本事故は、夜間、厳島北東方沖において、日清が広島港の航路西口を出航して南西

進中、フジイ号が同港内のボートパークに向けて北西進中、両船が互いに進路を横切

る態勢で接近した際、日清の船長が、左舷船首方に視認していたフジイ号が船首方に

接近するようになったので、探照灯でフジイ号を照射したものの、針路を保持して増

速しながら航行し、また、フジイ号の船長が操舵室の室内灯を点灯して室外が見えに

くい状況で見張りを行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 自動車運搬船日清
にっせい

は、船長ほか１０人が乗り組み、南西進中、プレジャーボートフ

ジイ号は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、北西進中、平成２３年７月 

２８日（木）２０時０２分３０秒ごろ厳島北東方沖において両船が衝突した。 

 日清は、左舷船首部に擦過傷を生じ、また、フジイ号は、右舷船首部などに亀裂を

生じ、同乗者２人が負傷した。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２３年７月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２３年８月３日、９日 現場調査及び口述聴取 

  平成２３年８月４日 現場調査 

  平成２３年８月７日、９日、１０日、９月６日、１２月２６日、平成２４年５月

３１日 口述聴取 

  平成２４年１１月２０日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

  民間会社が受信した日清（以下「Ａ船」という。）の船舶自動識別装置（ＡＩＳ)∗1 

の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、Ａ船の運航の経過は、次の

とおりであった。 

                         
∗1  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相

互間及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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   (1) １９時４２分４３秒、北緯３４°２０′０３.２″、東経１３２°２７′

０８.１″において、船首方位２５９°（真方位、以下同じ。）及び速力（対

地速力、以下同じ。）１０.９ノット（kn）で航行した。 

   (2) １９時４４分１２秒、北緯３４°２０′０２.８″、東経１３２°２６′

４８.４″において、船首方位２７２°及び速力１０.８kn で航行した。 

   (3) １９時４６分０３秒、北緯３４°２０′０１.０″、東経１３２°２６′

２３.９″において、船首方位２６０°及び速力１１.２kn で航行した。 

   (4) １９時４８分０３秒、北緯３４°１９′５５.２″、東経１３２°２５′

５７.５″において、船首方位２５５°及び速力１２.４kn で航行した。 

   (5) １９時５１分４３秒、北緯３４°１９′４３.０″、東経１３２°２５′

０１.６″において、船首方位２５５°及び速力１２.７kn で航行した。 

   (6) １９時５３分３２秒、北緯３４°１９′３７.２″、東経１３２°２４′

３４.４″において、船首方位２５５°及び速力１２.８kn で航行した。 

   (7) １９時５５分３２秒、北緯３４°１９′３０.８″、東経１３２°２４′

０３.９″において、船首方位２５５°及び速力１２.９kn で航行した。 

   (8) １９時５７分２３秒、北緯３４°１９′２５.４″、東経１３２°２３′

３７.９″において、船首方位２５４°及び速力１２.９kn で航行した。 

   (9) １９時５９分１６秒、北緯３４°１９′１７.４″、東経１３２°２３′

１１.０″において、船首方位２２９°及び速力１２.１kn で航行した。 

   (10) ２０時０１分０８秒、北緯３４°１９′００.６″、東経１３２°２２′

４６.４″において、船首方位２２９°及び速力１４.３kn で航行した。 

   (11) ２０時０３分０３秒、北緯３４°１８′４３.２″、東経１３２°２２′

２１.０″において、船首方位２３０°及び速力１５.６kn で航行した。 

   (12) ２０時０４分５７秒、北緯３４°１８′２６.１″、東経１３２°２１′

５５.５″において、船首方位２４１°及び速力１２.４kn で航行した。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 参照） 

 

 2.1.2 Ａ船の主機関操作の情報 

   (1) Ａ船のエンジンテレグラフロガー∗2によれば、平成２３年７月２８日１９

時３５分ごろから２０時０７分ごろまでの間における同船の主機関操作の状

況は、次のとおりであった。 

 

                         
∗2  「エンジンテレグラフロガー」とは、エンジンテレグラフの操作（主機関の使用）状態を記録す

る装置をいう。 
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 時・分  テレグラフ位置  主機の状態  対応速力（kn）

19:35.0  RUN UP ENG. （機関用意解除）        

19:43.5  NAV. FULL AHEAD  航海全速力前進   １９.５ 

20:02.0  FULL AHEAD  全速力前進   １２.５ 

20:04.0  HALF AHEAD  半速力前進    ９.５ 

20:06.5  SLOW AHEAD  微速力前進    ７.０ 

20:07.5  DEAD SLOW AHEAD  極微速力前進    ５.０ 

   主機の状態に対応する速力は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）の口述

により記載した。 

   (2) Ａ船の航海日誌によれば、RUN UP ENG.（機関用意解除）の時刻は１９時

４２分であった。 

 

 2.1.3 乗組員の口述による事故の経過 

  船長Ａ、Ａ船の三等航海士（以下「航海士Ａ」という。）及び甲板手（以下「甲

板手Ａ」という。）並びにフジイ号（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」

という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ及び甲板手Ａほか８人が乗り組み、自動車 

９６６台を積載し、平成２３年７月２８日１９時３０分ごろ広島県広島港第

１区のマツダ仁保
に ほ

ふ頭を離岸して阪神港神戸区に向かった。 

 船長Ａは、出港時から操船の指揮を執り、１９時４５分ごろ当直交代のた

めに昇橋した航海士Ａを見張りに、甲板手Ａを手動操舵にそれぞれ就け、前

後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、広島港第３号灯浮標（以下、灯

浮標については、「広島港」を省略する。）を通過した頃、速力を航海全速力

とし、ほぼ航路に沿う約２５５°の針路（船首方位）で航路西口に向けて南

西進した。 

 船長Ａは、１９時５７分ごろ航路西口の第１号灯浮標及び第２号灯浮標と

の間を通過したので、厳島と絵ノ島間の宮島瀬戸に向かうために左転するこ

ととし、２２５°を令した。 

 航海士Ａは、Ａ船が左転する少し前頃、レーダーで左舷船首方にＢ船ほか

約３隻の小型船を探知し、エコートレイル∗3による映像の形状から広島港第

                         
∗3  「エコートレイル」とは、レーダー画面上で現在表示されている物標映像と違う色で過去の物標

映像を一定期間表示する機能をいう。また、この機能を使うことにより、ターゲットの動向をより

直感的に把握することができる。 
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３区の五日市
いつかいち

方面に向かって航行しているものの、それらの小型船と関係す

ることはないものと思い、レーダー画面に三角マークで表示されるＡＩＳ装

備船に注意を向けていた。 

 航海士Ａは、Ａ船が左転する頃、左舷船首ほぼ１０時の方向に舷灯などの

航海灯を点灯していないＢ船の船室の明かりのような灯火を視認し、当初、

Ｂ船がＡ船の船尾方に向かっていたが、左転した頃からＢ船の方位に変化が

なくなり、その後、船首方に向かって接近するので注意して見始めた。 

 船長Ａは、Ａ船が左転して約２２９°に向いた頃、左舷船首ほぼ１０時の

方向に舷灯などの航海灯を点灯していないＢ船の薄暗い船室の明かりのよう

な灯火を初認した。 

 船長Ａは、Ｂ船が航海灯を点灯していないので距離も航行方向も正確に分

からなかったが、当初、Ａ船の船尾方に向かっているように見えたＢ船が、

船首方に向かって接近するようになったので、警告のためにＢ船を探照灯で

照射することにした。 

 航海士Ａは、Ｂ船と左舷船首０.８海里（Ｍ）に接近した頃、方位の変化

がなくなり、両船が横切り船の関係にあり、Ｂ船が避航するものと思ってい

たところ、同船と０.６Ｍに接近したので船長Ａに報告しようとしたとき、

船長Ａが探照灯の操作レバーの所に移動したので、Ｂ船の接近に船長Ａも気

付いているものと思った。 

 船長Ａは、探照灯でＢ船を照射したが、同船が約４００～５００ｍに接近

し、衝突を回避するために右回頭すれば、Ｂ船がＡ船の船尾部に衝突するも

のと思い、探照灯でＡ船の船首方を照射し、汽笛で長音１回、引き続き短音

を約５～１０回吹鳴したが、その約５秒後、Ｂ船が左舷船首部のファンケー

シングの陰に入って見えなくなった直後、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部

とが衝突した。 

 船長Ａは、衝突後、船尾後方に薄暗い灯火を点けてＢ船が停船しているの

を認め、反転して接近したところ、Ｂ船が五日市方面に向けて航行を再開し、

その頃、海上保安庁から事故及びＢ船に負傷者が発生しているとの連絡を受

け、Ａ船を五日市岸壁沖に錨泊させた。 

   (2) Ｂ船 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で同乗者３人を乗せ、２８

日１７時３０分ごろ広島港第３区の廿日市
はつかいち

港ボートパーク（以下「ボート 

パーク」という。）を発し、江田島市能美
の う み

島北部の櫓石
やぐらいし

付近の釣り場で錨泊

して釣りを行ったのち、白色全周灯及び両色灯を表示し、１９時４５分～ 

５０分ごろ釣り場を発進してボートパークへの帰途についた。 
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 船長Ｂは、発進後、釣り場北方の大奈佐美
お お な さ び

島北東方沖約８３０ｍに設置さ

れたかき養殖筏の標識灯を目標にして北進し、同標識灯を左舷側に２０～ 

３０ｍ隔てて通過した頃、ボートパークの水路入口に位置した‘五日市岸壁

の自動車ターミナルの明るい照明灯’（以下「五日市岸壁の照明灯」という。）

に向首する約３４７°の針路（船首方位）とし、約１８.０kn の速力で手動

操舵により航行した。 

 船長Ｂは、定針して間もなく、釣った魚（アジ）を同乗者が生けすから取

り出して締め始めたので、作業がしやすいように‘操舵室後部の天井に取り

付けた蛍光灯’（以下「操舵室の室内灯」という。）を点灯し、操舵室内が明

るい状態で操船を行った。 

 船長Ｂは、その後、針路及び速力を保持して航行中、衝突の約１０秒前、

間近にＡ船の汽笛を２回聞き、Ａ船に気付いて直ちにクラッチを中立とした

が、右舷船首至近にＡ船の船首部を認めた直後、同船と衝突した。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の右舷外板を擦りながら離れたので、２０時０４分

ごろ事故及び負傷者の発生を携帯電話で海上保安庁に通報し、操舵装置が故

障していたため、船外機を同乗者に保持させ、負傷者を病院に搬送するため、

低速力でボートパークに向かった。 

    （写真５ Ｂ船の操舵室の室内灯 参照） 

 

 本事故の発生日時は、平成２３年７月２８日２０時０２分３０秒ごろで、発生場所

は、安芸絵ノ島灯台から０２４°１.５Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所及び付近、付図２ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述並びにＢ船の同乗者２人（以下「同乗者Ｂ１」及び「同乗

者Ｂ２」という。）の診断書によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    死傷者はいなかった。 

  (2) Ｂ船 

    操縦席の右側に立っていた同乗者Ｂ１が、頭がい
．．

骨陥没骨折を負い、同乗者

Ｂ１の後方にいた同乗者Ｂ２が、頭部打撲、顔面裂傷、胸部打撲及び左前腕挫

傷を負った。 

 

 

 



 - 6 -

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、左舷船首部から左舷中央部にかけて擦過傷を生じた。 

  (2) Ｂ船 

    右舷船首部及び操舵室囲壁に亀裂を生じ、オーニングの支柱及び操舵室上部

の航海灯を取り付けた支柱を曲損した。 

（写真１ 接岸中のＡ船（全景）、写真２ 接岸中のＡ船（船首）、写真３ 上架中の

Ｂ船、写真４ Ｂ船の右舷船首部 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

船長Ａ 男性 ５４歳 

     三級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和５７年５月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２０年２月２５日 

      免状有効期間満了日 平成２５年８月２１日 

 船長Ｂ 男性 ５８歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和６１年４月１４日 

      免許証交付日 平成２３年３月３０日 

             （平成２８年４月１３日まで有効） 

  (2) 乗組員の主な乗船履歴等 

    船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 船長Ａ 

１８歳頃に外航船へ甲板員として乗り組み、約１２年間乗船して二等航海

士に昇任したのちに下船し、その後、約５年間陸上の仕事に就いたのち、内

航船に二等航海士及び一等航海士として約２年間乗船し、東北海運産業株式

会社（以下「Ａ社」という。）に入社した。入社して約１８年になり、約９

年前から船長職を執っていた。 

五日市岸壁での出入港経験は数え切れないほどあり、かき養殖筏の設置状

況などの水路状況もよく知っていたが、マツダ仁保ふ頭からの出港は今回が

初めてであった。 

② 船長Ｂ 

釣りをするために約２４～２５年ボートを操船し、Ｂ船は約１４～１５年

操船しており、本件事故発生場所付近の海域は数え切れないくらい航行した
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ことがあり、かき養殖筏の設置状況などの水路状況もよく知っていた。 

  (3) 健康状態 

   ① 船長Ａ 

     本事故当時、健康状態は良好であり、視力は裸眼で両眼共に１.５、聴力

は正常で、飲酒はしていなかった。 

   ② 船長Ｂ 

     本事故当時、健康状態に問題なく、視力は裸眼で両眼共に１.０、聴力は

正常で、飲酒はしていなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １２９７４９ 

     船 籍 港  神奈川県横浜市 

     船舶所有者  日藤海運株式会社 

     船舶管理会社  Ａ社 

     総 ト ン 数  ６,４２９トン 

     Ｌ×Ｂ ×Ｄ   １３８.００ｍ×２１.００ｍ×１５.６７ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ９,３４０kＷ 

     推 進 器  ５翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  昭和６２年９月２６日 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  ２７０－４１１０３広島 

     船 籍 港  広島県廿日市市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ５トン未満（長さ６.８６ｍ） 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ６.８６ｍ×２.５３ｍ×１.２８ｍ 

     船 質  ＦＲＰ 

     機 関  船外機１基 

     出 力  １１０kＷ 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  平成８年８月 
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 2.5.2 積載状態 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     自動車９６６台を積載し、喫水は、船首約６.２０ｍ、船尾約６.９０ｍで

あった。 

   (2) Ｂ船 

     同乗者３人を乗せていた。 

 

 2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

① 航海計器 

Ａ船の操舵室には、ＡＲＰＡ∗4機能、ＡＩＳ情報及びエコートレイルの

表示機能を有するレーダー２台、ＧＰＳ、ＡＩＳ、コースレコーダー∗5及

びエンジンテレグラフロガーが設置されていた。 

船長Ａ、航海士Ａの口述によれば、本事故当時には、レーダー２台、 

ＧＰＳ、ＡＩＳ、コースレコーダー及びエンジンテレグラフロガーが使用

中であり、レーダーのＡＲＰＡ機能は使用していなかったが、ＡＩＳ情報

及びエコートレイルの表示機能を使用しており、不具合又は故障している

機器はなかった。 

なお、エンジンテレグラフロガーの記録を印字した記録紙（以下「ロ 

ガー記録紙」という。）は、印字が不鮮明で判読できず、印字を赤色筆記

具で手書きにより上書きされていた。 

② 灯火 

船長Ａの口述によれば、本事故当時には、航行中の動力船が表示する前

後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

③ 船体及び機関 

船長Ａの口述によれば、本事故当時には、船体及び機関に不具合又は故

障はなかった。 

   (2) Ｂ船 

① 航海計器 

Ｂ船の操舵室には、レーダーはなく、ＧＰＳプロッターが装備されてい

                         
∗4   ｢ＡＲＰＡ｣とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、自動衝突予防援助装置をいい、

レーダーで探知した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、速

力、最接近時間及び最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝

突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
∗5  「コースレコーダー」とは、船舶の時刻ごとの船首方位を連続して記録する装置をいう。 
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た。 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時には、ＧＰＳプロッターは使用中で

あったが航跡を記録するように設定しておらず、不具合又は故障している

機器はなかった。 

② 灯火 

船長Ｂ及びマリーナ担当者の口述によれば、船長Ｂが帰航するために船

外機を始動した際、白色全周灯及び両色灯の航海灯のスイッチ（２か所）

を入れ、航海灯に照らされて操舵室の周囲が明るくなったことで点灯を確

認していた。 

また、船長Ｂは、本事故の１週間前にＢ船で釣行した際、本事故当時と

同様に操舵室の周囲が明るくなったことで航海灯の点灯を確認していた。 

なお、本事故により、操舵室上部の航海灯を取り付けていた金属製の支

柱が曲損し、白色全周灯及び両色灯が点灯していなかったので、海上保安

庁から調査を依頼されたマリーナ担当者が航海灯の配線を点検したところ、

操舵室内上部及びダッシュボード裏側付近の配線の接続部２か所でギボシ

端子∗6（以下「接続端子」という。）が外れていたため、外れていた接続

端子を接続したところ、白色全周灯及び両色灯が点灯した。 

マリーナ担当者は、配線コードを手で引っ張らないと接続端子が外れる

ことはないので、衝突時の衝撃で船体に歪みを生じたため、接続端子が外

れたものと思った。 

③ 船体及び機関 

船長Ｂの口述によれば、本事故当時には、船体及び機関に不具合又は故

障はなかった。 

 

 2.5.4 音響信号及び発光信号の実施並びに聴取に関する情報 

   (1) Ａ船 

     船長Ａ、航海士Ａ及び甲板手Ａの口述によれば、警告のために探照灯でＢ

船を照射したのち、探照灯でＡ船の船首部を照射しながら、汽笛で長音を１

回、引き続き短音を約５～１０回鳴らした。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は汽笛を装備しておらず、Ａ船の発光信号に

は気付かず、衝突の約１０秒前にＡ船の汽笛を２回聞いた。 

                         
∗6   ｢ギボシ端子｣とは、配線コードなどを接続するために使用される金属製のオス、メス一対の圧

着端子であり、電線の芯線部にかしめて取り付けられ、片方の端子ともう一方の端子を嵌め合せて

使用し、配線コードなどをはんだ付けしないで接続できる。 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の北東方約１２.３㎞に位置する広島地方気象台の事故当

日２０時００分の観測値は、次のとおりであった。 

     天気 曇り、降水量 ０m/m、風向 南南東、風速 ３.５m/s、視程 ２５

km 

   (2) 海上保安庁発行の潮汐表及び天測暦によれば、広島港における本事故当時

の潮汐はほぼ高潮時であり、日没時刻は１９時１６分、常用薄明時間は日没

から約３６分間であった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時、本事故発生場所付近の気象及び

海象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気 晴れ、風向 無風、視程 ５～６Ｍ、海面 平穏 

   (2) 船長Ｂ 

     天気 晴れ、風向 無風、視界 良好、海面 平穏 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌、海図Ｗ１４２（広島湾）及び広島県西部漁業振

興対策協議会発行の広島県西部地区における漁業用施設設置図によれば、次のとおり

である。 

 本事故発生場所は、厳島北東方沖の広島港第３区の航路西口から南西方約１.１Ｍ

付近であり、同港の港界から約６００ｍ離れており、その南方に東を絵ノ島及び大奈

佐美島、西を厳島とで挟まれた南北方向の水路幅約０.５Ｍの宮島瀬戸が接続してお

り、同瀬戸及び航路西口を通航して広島港に出入港する船舶が航行し、また、発生場

所付近の島の周囲には、かき養殖筏が多数設置されている。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  2.1.1 及び 2.1.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、広島港の航路に沿って西南西進し、安芸絵ノ島灯台から０３８°
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２.５Ｍ付近で航路西口を出航する頃、宮島瀬戸に向かうために左転した。 

(2) Ａ船は、船首方位を約２２９°にし、約１２.１kn の速力から増速してい

たとき、船長Ａが左舷船首方にＢ船を視認した。 

(3) 船長Ａは、Ｂ船が船首方に接近するようになったので、探照灯でＢ船を照

射したが、針路を保持し、増速しながら航行していたところ、更に接近した

ため、探照灯でＡ船の船首部を照射するとともに、汽笛による警告信号を 

行ったが、Ａ船とＢ船が衝突した。 

(4) Ｂ船は、安芸絵ノ島灯台から１０８°１.０Ｍ付近において、かき養殖筏

の標識灯を通過した頃、五日市岸壁の照明灯に向首する約３４７°の船首方

位に定め、約１８.０kn の速力で航行した。 

(5) 船長Ｂは、定針後、同乗者の作業のため、操舵室の室内灯を点灯して航行

していたところ、Ａ船の汽笛を聞いてＡ船に気付き、クラッチを中立とした

が、右舷船首至近にＡ船の船首部を認め、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

 

 3.1.2 衝突の状況 

2.1.1 及び 2.1.3 から、Ａ船は、船首方位約２２９°、速力約１５.６kn、Ｂ船

は、船首方位約３４７°、速力約１８.０kn で航行中、Ａ船の左舷船首先端部とＢ

船の船首部とが衝突したものと考えられる。 

 

 3.1.3 事故発生日時及び場所 

2.1.1 及び 2.1.3 から、Ａ船のＡＩＳ記録による針路及び船長Ｂの口述によるＢ

船の船首方位線が交差する北緯３４°１８.８′東経１３２°２２.５′付近（安芸

絵ノ島灯台から０２４°１.５Ｍ付近）が本事故発生場所と考えられ、Ａ船の速力

と航程から推算すれば、発生日時は平成２３年７月２８日２０時０２分３０秒ごろ

であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

① ２.４から、船長Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

② ２.４から、船長Ｂは、適法で有効な小型船舶操縦者免許を有していた。 

   (2) 船舶 

    ① 2.5.3 から、Ａ船は、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯を表示し、船体、

機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

    ② 2.5.3 から、Ｂ船は、白色全周灯及び両色灯を装備し、船体、機関及び
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機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 Ｂ船の灯火の表示状況 

   (1) 航海灯 

     2.1.3 から、船長Ａ及び航海士Ａは、本事故当時、Ｂ船が舷灯などの航海

灯を表示していなかったと口述しているが、次のことから、本事故当時には

航海灯を表示していた可能性があると考えられる。 

    ① 本事故後において、航海灯が消灯していたが、配線の接続端子が２か所

外れており、接続したら点灯したこと。また、接続端子は配線コードを 

引っ張るなどしないと外れず、衝突時、航海灯を取り付けた支柱が曲損す

るとともに、衝撃により船体に歪みを生じた際、航海灯の配線が緊張して

接続端子が外れて消灯したものと考えられること。 

    ② 本事故の１週間前、船長Ｂが釣行した際、航海灯が点灯することを確認

していること。 

    ③ 船長Ｂが白色全周灯及び両色灯のスイッチを入れた際、操舵室の周囲が

明るくなったことで航海灯の点灯を確認していること。 

   (2) その他の灯火 

     2.1.3 から、本事故時、船長Ａ及び航海士Ａが視認していたＢ船の薄暗い

船室の明かりのような灯火は、Ｂ船が点灯していた操舵室の室内灯であった

ものと考えられる。 

 

 3.2.3 Ａ船の主機の使用状況 

  ２.１及び 2.5.3 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船のロガー記録紙によれば、航海全速力とした時刻は１９時４３.５分で

あるが、同時刻におけるＡＩＳ記録による速力は約１０.８kn であり、１９

時５７分ごろまで約１０.８～約１２.９kn で航行していることから、１９

時５７分ごろまで全速力であったものと考えられる。 

     また、ロガー記録紙によれば、RUN UP ENG.（機関用意解除）の時刻は１９

時３５分であるが、航海日誌によれば、RUN UP ENG.の時刻は１９時４２分

であり、時刻に約７分の遅れが認められ、さらに、ロガー記録紙は、印字が

赤色筆記具で手書きにより上書きされていることから、誤って上書きされた

可能性があると考えられる。 

   (2) Ａ船は、ＡＩＳ記録によれば、航路西口を約１２.９kn の速力で出航し、

左転を終えた１９時５９分１６秒ごろ約１２.１kn の速力、衝突約３０秒後

の２０時０３分０３秒ごろの速力は約１５.６kn の速力であり、航路西口を
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出航後、全速力から増速していたものと考えられる。 

   (3) Ａ船は、上記(1)、(2)から、航路西口を出航した頃、航海全速力に増速し

たものと考えられる。 

 

 3.2.4 見張り及び操船の状況 

  2.1.1、2.1.3 及び 3.2.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① 航海士Ａは、Ａ船が広島港の航路を航行していた頃、レーダーで左舷船

首方にＢ船ほか約３隻の小型船を探知し、航路西口でＡ船が左転する頃、

Ｂ船を初認した。 

    ② 航海士Ａは、Ｂ船ほか約３隻の小型船が五日市方面に向かっているので

Ａ船と関係しない船と思い、レーダー画面に三角マークで表示される  

ＡＩＳ装備船に注意を向けていた。 

③ 船長Ａは、１９時５７分３０秒ごろ、航路西口で左転するとともに、航

海全速力に増速し、同時５９分３０秒ごろ、Ａ船が左転を終えて船首方位

が約２２９°になった頃、左舷船首方にＢ船を初認した。 

    ④ 船長Ａは、Ｂ船が船首方に接近することから、探照灯でＢ船を照射した

が、針路を保持し、増速しながら航行していたところ、Ｂ船が更に接近し

たので、Ａ船が右転すればＢ船が船尾に衝突すると思い、探照灯でＡ船の

船首部を照射するとともに、汽笛による警告信号を行ったが、その約５～

１０秒後、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部が衝突した。 

   (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、かき養殖筏の標識灯を通過した頃、五日市岸壁の照明灯に向

首する約３４７°の船首方位に定め、速力約１８.０kn で航行した。 

② 船長Ｂは、同乗者の作業のため、操舵室の室内灯を点灯して室外が見え

にくい状況で見張りを行っていたことから、右舷船首方のＡ船の航海灯に

気付かずに航行していたが、Ａ船の汽笛を聞き、Ａ船に気付いてクラッチ

を中立にしたものの、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

 

 3.2.5 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故当時の天気は曇り、南南東の風、風力１、海上は平穏で視程

約５～６Ｍであり、日没時刻は１９時１６分、薄明終了時刻は１９時５２分ごろで

あったものと考えられる。 
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 3.2.6  事故発生に関する解析 

  ２.１、３.１及び 3.2.2～3.2.4 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、広島港の航路に沿って西南西進し、安芸絵ノ島灯台から０３８°

２.５Ｍ付近で航路西口を出航する頃、宮島瀬戸に向かうために左転した。 

   (2) Ａ船は、航路西口を出航したのち、厳島北東方沖において、船首方位を約

２２９°にし、約１２.１kn の速力から増速していたとき、船長Ａが左舷船

首方にＢ船を視認した。 

   (3) 船長Ａは、Ｂ船が船首方に接近するようになったので、探照灯でＢ船を照

射したが、更に接近したため、探照灯でＡ船の船首部を照射しながら、汽笛

による警告信号を行ったものの、針路を保持し、増速しながら航行していた

ことから、Ａ船とＢ船が衝突した。 

   (4) Ｂ船は、安芸絵ノ島灯台から１０８°１.０Ｍ付近において、かき養殖筏

の標識灯を通過した頃、五日市岸壁の照明灯に向首する約３４７°の船首方

位に定め、約１８.０kn の速力でボートパークへ向けて航行した。 

   (5) 船長Ｂは、定針後、同乗者の作業のため、操舵室の室内灯を点灯して室外

が見えにくい状況で見張りを行っていたことから、右舷船首方のＡ船の航海

灯に気付かずに航行していたが、Ａ船の汽笛を聞き、Ａ船に気付いてクラッ

チを中立にしたものの、Ｂ船とＡ船が衝突したものと考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

 本事故は、夜間、厳島北東方沖において、Ａ船が広島港の航路西口を出航して南西

進中、Ｂ船が同港内のボートパークに向けて北西進中、両船が互いに進路を横切る態

勢で接近した際、船長Ａが、左舷船首方に視認していたＢ船が船首方に接近するよう

になったので、探照灯でＢ船を照射したものの、針路を保持して増速しながら航行し、

また、船長Ｂが操舵室の室内灯を点灯して室外が見えにくい状況で見張りを行ってい

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

 航海士Ａは、Ｂ船ほか約３隻の小型船が五日市方面に向かっているのでＡ船と関係

しない船と思い、レーダー画面に三角マークで表示されるＡＩＳ装備船に注意を向け

ていたが、針路を交差させて接近する他船を認めた場合には、その動静を速やかに船

長に報告していれば、船長の見張りに関する指示がなされてＢ船の動静把握がより早
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期に行われ、Ｂ船に対する注意喚起等が行われた可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、夜間、厳島北東方沖において、Ａ船が広島港の航路西口を出航して南西

進中、Ｂ船が同港内のボートパークに向けて北西進中、両船が互いに進路を横切る態

勢で接近した際、船長Ａが、左舷船首方に視認していたＢ船が船首方に接近するよう

になったので、探照灯でＢ船を照射したものの、針路を保持して増速しながら航行し、

また、船長Ｂが操舵室の室内灯を点灯して室外が見えにくい状況で見張りを行ってい

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｂ船ほか約３隻の小型船が五日市方面に向かっているのでＡ船と関係

しない船と思い、レーダー画面に三角マークで表示されるＡＩＳ装備船に注意を向け

ていたが、針路を交差させて接近する他船を認めた場合には、その動静を速やかに船

長に報告していれば、船長の見張りに関する指示がなされてＢ船の動静把握がより早

期に行われ、Ｂ船に対する注意喚起等が行われた可能性があると考えられる。 

 したがって、Ａ船は、在橋者間で接近する船舶の情報を共有し、海上衝突予防法を

遵守して適切な避航措置を講じる必要がある。また、Ｂ船は、操舵室は消灯して見張

りを適切に実施できるよう注意する必要がある。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

 5.1.1 Ａ社により講じられた措置 

 Ａ社は、本事故後、管理船舶の各船長及び乗組員に対し、事故速報により本事故の

発生及び安全運航の確保について周知するとともに、安全対策会議を開催し、乗組員

に対して本事故の発生原因等に関するアンケート調査を行い、事故原因の分析及び再

発防止対策の検討結果に基づき、安全管理担当者が訪船の上、事故対策会議を開催し

て乗組員に対する安全教育を行ったほか、海技教育機関の訓練施設で乗組員に対する

ＢＲＭ訓練を実施した。 

 

 5.1.2 Ｂ船により講じられた措置 

 船長Ｂは、本事故後、夜間の釣行を差し控え、夜間航行する際には操舵室を消灯す

ることにした。 
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付図１ 事故発生場所及び付近 
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付図２ 推定航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒）

船首方位

（°） 

針路

（°） 

速力 

（kn） 

19:42:43 34-20-03.2 132-27-08.1 259 259 10.9 

19:44:12 34-20-02.8 132-26-48.4 272 272 10.8 

19:46:03 34-20-01.0 132-26-23.9 260 259 11.2 

19:48:03 34-19-55.2 132-25-57.5 255 254.6 12.4 

19:51:43 34-19-43.0 132-25-01.6 255 255 12.7 

19:53:32 34-19-37.2 132-24-34.4 255 255 12.8 

19:55:32 34-19-30.8 132-24-03.9 255 255 12.9 

19:57:23 34-19-25.4 132-23-37.9 254 255.3 12.9 

19:59:16 34-19-17.4 132-23-11.0 229 232.6 12.1 

20:01:08 34-19-00.6 132-22-46.4 229 230 14.3 

20:03:03 34-18-43.2 132-22-21.0 230 231.6 15.6 

20:04:57 34-18-26.1 132-21-55.5 241 240.1 12.4 

(注)船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 
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写真１ 接岸中のＡ船（全景） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 接岸中のＡ船（船首） 
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写真３ 上架中のＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の右舷船首部 
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写真５ Ｂ船の操舵室の室内灯 
 

 




